
資料２ 

生命倫理専門調査会における主な議論 

 

       平成２５年１０月１８日 

 

 

１ 海外における規制の状況 

 

内閣府は平成２４年度、ES細胞・iPS細胞から作成した生殖細胞によるヒ

ト胚作成に関する法規制の状況を確認するため、米国、英国、ドイツ、フラン

ス、スペイン、オーストラリア及び韓国を対象とする実地調査を実施した。実

地調査は各国の生命倫理に関する規制当局、研究機関、大学研究者等を訪問し

行った。 

 

（１）調査対象国の規制状況 

①  ES細胞、iPS細胞から生殖細胞を作成すること 

アメリカ・カリフォルニア州、イギリス、ドイツ、フランスおよびスペイ

ンでは許容されていた。なお、アメリカ国立衛生研究所（National Institut

es of Health、以下 NIHという）では、NIHが助成する研究に対する規制とし

て、配偶子の作成を禁止していた。 

一方、オーストラリアでは、法律で規制されていなかった。韓国では、法

律（生命倫理法）上に具体的な規定はなかった。但し、両国ともにヒトを対

象とした研究には倫理審査委員会の承認が必要である。 

 

②  ES細胞、iPS細胞から作成した生殖細胞を用いてヒト胚を作成すること 

アメリカ・カリフォルニア州、イギリスでは許容されていた。なお、NIHが

助成する研究に対する規制として配偶子の作成、その受精を禁止していた。 

一方、ドイツ、フランス、スペインおよび韓国は生殖補助医療以外でのヒ

ト胚の作成を禁じていることから、当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成する

ことを含む研究も禁止されているものと考えられた。 

なお、オーストラリアでは、法律に具体的な規定がなかった。 
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調査対象国の規制状況 （○：許可、X:禁止） 

 生殖細胞の作成 ヒト胚の作成 

アメリカ 連邦政府 X 

カリフォルニア州 ○ 

連邦政府 X 

カリフォルニア州 ○ 

イギリス ○ ○ 

ドイツ ○ X 

フランス ○ X 

スペイン ○ X 

オーストラリア 規定なし 規定なし 

韓国 規定なし X 

 

 

（生命倫理専門調査会での主な議論） 

 

○ 許容する明文の規定を置いていないというのは日本から見れば奇妙である

が、これが世界的な常識である。何も禁止していないところでは、全部許容さ

れるというのが法律学の基本であり、許容しないと禁止されていると思ってい

るのは日本のみである。 
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２． 最近の研究動向に関するヒアリング概要 

 

以下は、第 75回生命倫理専門調査会（2013年 9月 20日）で行った外部専門家

に対するヒアリングの概要を事務局がまとめたものである。 

 

 

野瀬俊明特任教授（慶應義塾大学先導研究センタ－） 

 

① 研究の動向 

 

○ 生殖細胞の作成研究において、日本はマウスを用いた研究では世界をリード

しているが、ヒト細胞を扱う研究では海外が先行している。平成 22年の日

本の指針改定（ES細胞等からのヒト生殖細胞の作成を容認）以降でも、その

出遅れの影響により海外より後れていると考えている。 

 

○ 日本におけるヒト iPS細胞由来の生殖細胞の作成研究の進捗状況は、1年ほ

ど前から顕著な進展はないと考える。 

 

○ ヒトの人工配偶子について最も先駆的な仕事をしているグループは、米国の

スタンフォード大のグループ。ヒトの iPS/ES細胞にある遺伝子を人為的に

導入し、移植措置無しに、精子細胞（精子の一歩前の形をした細胞）に分化

させた（Panula et al. Human.Mol.Genetics, 2011）。その他、シェフィー

ルド大（英国、2009年）、ピッツバーグ大（米国、2012年）の報告がある。 

 

○ マウスの ES細胞は、胚盤胞キメラ、キメラ個体をつくる能力をもつが、霊

長類の ES/iPS細胞では胚盤胞キメラの形成能が証明された例はない。一方、

生殖系統への分化能の点では、霊長類の方がマウスより高い傾向がある。 

 

○ 紹介した 4つの論文には、作成した配偶子を受精させたという実験報告は示

されていない。これまで人工配偶子からヒト胚を作成した仕事は、少なくと

も論文にはなっていない。 

 

 

② 人工配偶子によるヒト胚作成の意義 

 

○ 卵子の単為発生や、染色体の異常をもつ胚でも発生はおこるので、人工
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配偶子による授精検定は、必ずしも人工配偶子の正常性の十分条件には

ならない。すなわち、作成した生殖細胞の正常性を検定することに受精

現象を利用するという根拠はないことになる。しかし、十分条件ではな

いが、必要条件として幾つか検討することに全く学術的な意義がないわ

けではないと考える。具体的に①胚盤胞までの発生率・異常の確認、②

前核形成の検討、③染色体数異常（頻度）、④エピゲノム変異の検証が

あげられる。 

 

○ 人工配偶子による初期胚作成には、①包括的分子遺伝学的解析に必要

なヒト胚の供給や、②新規遺伝子診断技術の開発の意義がある。 

 

○ マウスを用いた研究で作成された配偶子については、生体移植によって正常

な産仔形成能を持つことが証明されている。 

 

③ その他 

 

○ 生殖細胞の作成研究では、生体内への移植操作の過程が必要である。しか

しながら、ヒト生殖細胞の動物への生体移植には倫理的課題の検討がいるかも

しれない。 

 

○ マウスの ES細胞/iPS細胞から生殖細胞を作成し、卵をつくって、マウスの

産仔をつくった報告があるが、必ずしも正常なものばかりではなかった。生

体由来の生殖細胞では 8割～9割成功したが、人工的なものは 6割～7割し

か発生しなかった。ここにどのような異常があったかは今後の検討課題と言

える。 

 

○ 人工配偶子をつくる操作では生体外で培養を行うが、生体外ではない環境の

中で分化を進めることが異常のリスクとなると考える。 

 

 

 

（生命倫理専門調査会での主な議論） 

 

 ○ 動物性集合胚を用いる研究と同様に、生殖細胞の作成研究においても

生体に移植するなどの生体の環境を使うことで様々な可能性を持つことを

意識しなければならない。 
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○ 現在、基礎研究から臨床研究へのつなぎをいかにスムーズにするかが

国の政策課題になっている。倫理的な視点については、ある程度先読みし

ながらここで議論していかなければならない。 

 

 


